
0国立大学法人熊本大学における広告掲載に関する取扱規則

（平成31年3月6日規則第30号）

（趣旨）

第1条 この規則は、 国立大学法人熊本大学（以下「本学」という。）の広告媒体に

掲載又は掲出（以下「掲載等」という。） する民間企業等の広告の取扱いに関し

必要な事項を定める。

（定義）

第2条 この規則において、 次の各号に掲げる用語の意義は、 当該各号に定めると

ころによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる本学の資産のうち広告を掲載することが可能なもの

をいう。

ア 本学が作成する広報誌、 冊子類、 封筒等の印刷物

イ 本学の管理下にあるウェブサイト

ウ その他広告媒体として活用できる資産

(2) 民間企業等 民間企業、 国、 地方公共団体その他団体等をいう。

(3) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載等することをいう。

(4) 部局 各学部、 大学院教育学研究科、 大学院各教育部、 大学院各研究部、

各研究所、 病院、 大学院先導機構、 熊本創生推進機構、 グローバル推進機構、

大学教育統括管理運営機構、 各研究機構、 熊本大学学則 （平成16年4月1日制

定） 第9条第1 項に定める学内共同教育研究施設、 ヒトレトロウイルス学共同研

究センタ ー、 附属図書館及び保健センタ ーをいう。

(5) 事務組織の各部等 監査室、 経営企両本部及び各部をいう。

(6) 部局等 部局及び事務組織の各部等をいう。

（広告掲載の基準）

第3条 広告掲載は、 本学の業務に支障がなく、 かつ、 広告媒体の本来の用途又は

目的を妨げない範囲で行うことができる。

2 前 項の規定に定めるもののほか、 広告の掲載に関し必要な基準は、 別に定め

る。

（部局等の長の責務）

第4条 部局等の長は、 部局等における広告掲載に関する責任を有する。

（広告掲載の躾集等）

第5条 部局等の長は、 所管する広告媒体の広告掲載の躾集を行うことができる。

2 部局等の長は、 前項の規定による募集を行うに当たっては、 募集する広告媒体

の種類ごとに、 規格、 枠数、 広告掲載料、 期間、 回数、 審査の方法その他当該募

集に関し必要な事項を定めた要 項を作成し、 事前に広報担当の理事（以下「担当

理事」という。） の確認を受けなければならない。

（申込み）

第6条 広告掲載を希望する民間企業等（以下「申込者」という。）は、 広告掲載申

込書（別記様式第1) に掲載等をしようとする広告の版下原稿、 会社概要等を添え

て、 部局等の長に申し込むものとする。

（広告掲載の審査等）

第7条 部局等の長は、 前条の申込みがあった場合は、 速やかに第3条に定める基準

（以下「基準」という。） による審査を行い、 その結果について、 広告掲載可否












